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(57)【要約】
　【課題】複数箇所に椅子を設置するにあたり、共通の
部品を利用しつつ、各箇所にそれぞれ適切な着座深さの
椅子を設置できるようにする。
　【解決手段】椅子本体２と、この椅子本体２に一方の
縁が前に位置する第１取付姿勢Ｐ又は他方の縁が前に位
置する第２取付姿勢Ｑのいずれかを選択して着脱可能に
装着される座３とを備える椅子１において、前記椅子本
体２と前記座３との間に、前後方向の相対位置が第１取
付姿勢Ｐと第２取付姿勢Ｑとで異なるように前記座３を
前記椅子本体２に対して位置決めする位置決め機構Ｋを
設ける。
　【選択図】図３



(2) JP 2010-4956 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　椅子本体と、この椅子本体に一方の縁が前に位置する第１取付姿勢又は他方の縁が前に
位置する第２取付姿勢のいずれかを選択して着脱可能に装着される座とを備え、
　前記椅子本体と前記座との間に、前後方向の相対位置が第１取付姿勢と第２取付姿勢と
で異なるように前記座を前記椅子本体に対して位置決めする位置決め機構を設けてなるこ
とを特徴とする椅子。
【請求項２】
　前記椅子本体が、座受部の前側に柱を起立させて設けたものであり、前記位置決め機構
が、前記柱と、前記座の一方の縁に形成されその座を前記第１取付姿勢で前記座受部に装
着した場合に前記柱に後から嵌る第１凹部と、この第１凹部に対して深さを異ならせて前
記座の他方の縁に形成されその座を前記第２取付姿勢で前記座受部に装着した場合に前記
柱に後から嵌る第２凹部とを具備してなるものである請求項１記載の椅子。
【請求項３】
　前記座に複数名が並列して着座可能なものであって、各着座者が、柱と柱との間、又は
柱と椅子本体の側端縁との間に着座するようにしている請求項２記載の椅子。
【請求項４】
　前記柱が肘当て部材を支持するものである請求項３記載の椅子。
【請求項５】
　前記座が、前記他方の縁から第１の所定距離だけ内方に変位した位置に設けられ座受部
の背面に衝き当てることが可能な第１起立壁と、前記一方の縁から前記第１の所定距離と
異なる第２の所定距離だけ内方に変位した位置に設けられ前記座受部の背面に衝き当てる
ことが可能な第２起立壁とを有し、前記位置決め機構が、前記座受部と、前記第１起立壁
と、前記第２起立壁とを具備してなるものである請求項１、２、３又は４記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数名を幅方向に並列させて着座させることが可能な椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、病院の待合室や、空港のロビー等に主に設置されるものであって、複数名を幅方
向に並列させて着座させることが可能な椅子が種々考えられてきている（例えば、特許文
献１を参照）。
【特許文献１】特開２００６－１８７５３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、例えば、病院の待合室にこのような椅子を設置するにあたって、診療科目や
患者の疾患等に応じて適切な座の着座深さ等はそれぞれ異なる。しかし、特許文献１記載
のもの等の従来の構成の椅子は、座の着座深さを変更することが不可能なので、病院の待
合室にこのような椅子を設置する場合は、それぞれ異なる形状の座を有し座の着座深さが
それぞれ異なる椅子をそれぞれ必要な箇所に設置する必要があった。すなわち、複数種の
椅子を予め用意しておき、必要箇所にそれぞれ対応する形状の座を有する椅子を配置する
手間を必要としていた。また、病院の待合室に限らず、用途や空間の性質に応じて座の着
座深さがそれぞれ異なる椅子を設置する必要がある箇所にこのような椅子を設置する場合
においても、また、さらに、１名のみが着座可能な椅子を設置する場合においても、この
ような手間は同様に必要としていた。
【０００４】
　そこで本発明は上記のような課題に着目したものであり、共通の部品構成により複数種
の座の着座深さを実現することにより、上述した手間の軽減を図ることを目的としている
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。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　すなわち、以上のような課題を解決すべく、本発明に係る椅子は、椅子本体と、この椅
子本体に一方の縁が前に位置する第１取付姿勢又は他方の縁が前に位置する第２取付姿勢
のいずれかを選択して着脱可能に装着される座とを備え、前記椅子本体と前記座との間に
、前後方向の相対位置が第１取付姿勢と第２取付姿勢とで異なるように前記座を前記椅子
本体に対して位置決めする位置決め機構を設けてなることを特徴とする。
【０００６】
　このようなものであれば、座を前記第１取付姿勢に装着した状態と第２取付姿勢に装着
した状態とでは、座の椅子本体に対する前後方向の相対位置が異なるので、共通の椅子本
体及び座を用いつつ、座の取付姿勢を変更することにより着座深さを変更できる。
【０００７】
　前段に述べたような効果を簡単な構成で実現するには、前記椅子本体が、座受部の前側
に柱を起立させて設けたものであり、前記位置決め機構が、前記柱と、前記座の一方の縁
に形成されその座を前記第１取付姿勢で前記座受部に装着した場合に前記柱に後から嵌る
第１凹部と、この第１凹部に対して深さを異ならせて前記座の他方の縁に形成されその座
を前記第２取付姿勢で前記座受部に装着した場合に前記柱に後から嵌る第２凹部とを具備
してなるものが望ましい。このようなものであれば、前記第１凹部又は第２凹部の深さが
異なるので、これら第１凹部又は第２凹部のうちいずれかを柱に嵌めることにより、座の
椅子本体に対する相対位置を変更できるからである。
【０００８】
　さらに、前記座に複数名が並列して着座可能なものであって、各着座者が、柱と柱との
間、又は柱と椅子本体の側端縁との間に着座するようにしているものであれば、この柱に
１人分の着座スペースを区画する機能をも付与できる。
【０００９】
　特に、前記柱が肘当て部材を支持するものであれば、外観を通常の肘掛けを有するロビ
ーチェアと同様にできるので、外観を自然なものに保ちつつ着座深さを変更可能に構成で
きる。
【００１０】
　そして、前述した課題を簡単な構成により解決するには、前記座が、前記他方の縁から
第１の所定距離だけ内方に変位した位置に設けられ座受部の背面に衝き当てることが可能
な第１起立壁と、前記一方の縁から前記第１の所定距離と異なる第２の所定距離だけ内方
に変位した位置に設けられ前記座受部の背面に衝き当てることが可能な第２起立壁とを有
し、前記位置決め機構が、前記座受部と、前記第１起立壁と、前記第２起立壁とを具備し
てなるものも望ましい。このようなものであれば、前記第１の所定距離と前記第２の所定
距離とが異なるので、座の向きを変更し、前記第１起立壁又は第２起立壁のうちいずれか
を座受部の背面に衝き当てることにより、座の椅子本体に対する相対位置を変更できるか
らである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、座の椅子本体への取付姿勢を前記第１取付姿勢又は前記第２取付姿勢
のいずれかに選択することにより、座の椅子本体に対する前後方向の相対位置を変更させ
、椅子の着座深さを変更することができる。すなわち、同一の形状を有する椅子本体及び
座を用意しつつ、座の取付姿勢を変更することのみにより着座深さを変更できる、従って
、それぞれ異なる着座深さの座を有する複数種の椅子を用意することなく、共通の椅子本
体及び座を使用しつつ各箇所にそれぞれ適切な着座深さの椅子を設置できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の一形態を、図面を参照して説明する。
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【００１３】
　本実施形態に係る椅子１は、主に病院の待合室に設置してなり、図１に全体斜視図、図
２に分解斜視図、図３及び図４に要部の側断面図をそれぞれ示すように、椅子本体２と、
この椅子本体２に一方の縁が前に位置する第１取付姿勢Ｐ又は他方の縁が前に位置する第
２取付姿勢Ｑのいずれかを選択して着脱可能に装着される座３とを具備する。
【００１４】
　前記椅子本体２は、左右１対に設けた脚体４と、この脚体４に下方から支持させてなる
座受部５と、この座受部５の前側に起立させて設けた複数の柱部材６と、この柱部材６に
支持させてなる肘当て部材７と、前記座受部５の両側端に設けた側板８と、この側板８に
左右両端部を支持させてなる背凭れ９とを具備する。
【００１５】
　前記座受部５は、前後１対をなして設けた前横架材５１及び後横架材５２と、これら前
横架材５１及び後横架材５２の左右両端部間及び中間部間をそれぞれ接続する補強材５３
とを具備し、左右両端部の補強材５３を前記脚体４に支持させてなるとともに、前記座３
を下方から支持する。
【００１６】
　前記柱部材６は、前記座受部５の中間部の前面から起立させて設けた中間柱６ａと、前
記座受部５の両端部の前面から起立させて設けた端部柱６ｂとからなる。ここで、前記端
部柱６ｂと中間柱６ａとの距離、及び中間柱６ａ間の距離は、いずれもこの椅子本体２の
幅寸法の約３分の１となるようにしている。すなわち、前記端部柱６ｂ及び中間柱６ａは
、１人分の着座空間の両側端に位置する。なお、前記中間柱６ａが、請求項中の柱として
機能する。また、中間柱６ａと端部柱６ｂとを区別せず総称する際は、柱部材６と称する
。
【００１７】
　前記肘当て部材７は、前端部を前記柱部材６に支持させてなる板状の部材である。そし
て、この肘当て部材７及び前記柱部材６は、１人分の着座空間の両側端に位置し１人分の
着座空間を区画する区画手段として機能する。
【００１８】
　一方、前記座３は、本実施形態では３人が並列して着座可能である。そして、この座３
の長手方向に延伸する両端縁には、前記中間柱６ａに後方から嵌めることによりこの座３
の前端部の位置決めを行うための第１位置決め凹部３ａ及び第２位置決め凹部３ｂを設け
ている。これら第１位置決め凹部３ａ及び第２位置決め凹部３ｂは、それぞれ前記中間柱
６ａの幅寸法に対応する幅寸法を有する。また、これら第１位置決め凹部３ａ及び第２位
置決め凹部３ｂは、それぞれ異なる深さを有する。また、前記座３の下面には、前記座受
部５を収納可能な取付凹部３ｃを設けている。この取付凹部３ｃの第２位置決め凹部３ｂ
側の端縁には第１起立壁３ｃ１、第１位置決め凹部３ａ側の端縁には第２起立壁３ｃ２を
それぞれ形成している。ここで、第２位置決め凹部３ｂ側の端縁から第１起立壁３ｃ１ま
での距離である第１の所定距離と、第１位置決め凹部３ａ側の端縁から第２起立壁３ｃ２
までの距離である第２の所定距離とは異ならせている。そして、前記第１位置決め凹部３
ａを前記中間柱６ａに後方から嵌めた際には、第１起立壁３ｃ１が前記後横架材５２の背
面５２ａに衝き当たるようにしている。その際、第２起立壁３ｃ２と前記前横架材５１の
前面５１ａとの間には、わずかな隙間が形成されるようにしている。一方、前記第２位置
決め凹部３ｂを前記中間柱６ａに後方から嵌めた際には、第２起立壁３ｃ２が前記後横架
材５２の背面５２ａに衝き当たるようにしている。その際、第１起立壁３ｃ１と前記前横
架材５１の前面５１ａとの間には、わずかな隙間が形成されるようにしている。なお、前
記第１位置決め凹部３ａ及び第２位置決め凹部３ｂは、それぞれ請求項中の第１凹部及び
第２凹部として機能する。
【００１９】
　しかして、この椅子１は、椅子本体２と座３との間に、前後方向の相対位置が前記図３
の実線に示す第１取付姿勢Ｐと前記図３の想像線及び図４に示す第２取付姿勢Ｑとで異な
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るように前記座３を前記椅子本体２に対して位置決めする位置決め機構Ｋを有する。
【００２０】
　具体的には、前記位置決め機構Ｋは、前記中間柱６ａと、前記第１位置決め凹部３ａと
、前記第２位置決め凹部３ｂと、前記後横架材５２と、前記第１起立壁３ｃ１と、前記第
２起立壁３ｃ２とを具備してなる。さらに詳述すると、この位置決め機構Ｋは、座３の前
記第１位置決め凹部３ａを中間柱６ａに後から嵌め、第１起立壁３ｃ１を前記後横架材５
２の背面５２ａに衝き当てて座３を第１取付姿勢Ｐで取り付ける際の座３を位置決めする
機能、及び座３の前記第２位置決め凹部３ｂを中間柱６ａに後から嵌め、第２起立壁３ｃ
２を前記後横架材５２の背面５２ａに衝き当てて座３を第２取付姿勢Ｑで取り付ける際の
座３を位置決めする機能を有する。なお、前記図３及び図４の切断面は、椅子１を前記中
間柱６ａの側縁と前記第１、第２位置決め凹部３ａ、３ｂとの側縁との間である。
【００２１】
　すなわち、座３を第１取付姿勢Ｐで椅子本体２に取り付ける場合は、座３の前記第１位
置決め凹部３ａ側の端縁を前方に配し、座３の後側を持ち上げた姿勢で前記座３の第１位
置決め凹部３ａを中間柱６ａに後から嵌めて座３の前部の位置決めを行い、その後座３を
座受部５に載せ置く。その際に、座３の第１起立壁３ｃ１が座受部５の背面すなわち後横
架材５２の背面５２ａに衝き当たり、座３の後部が位置決めされる。
【００２２】
　一方、座３を第２取付姿勢Ｑで椅子本体２に取り付ける場合は、座３の前記第２位置決
め凹部３ｂ側の端縁を前方に配し、座３の後側を持ち上げた姿勢で前記座３の第２位置決
め凹部３ｂを中間柱６ａに後から嵌めて座３の前部の位置決めを行い、その後座３を座受
部５に載せ置く。その際に、座３の第２起立壁３ｃ２が座受部５の背面すなわち後横架材
５２の背面５２ａに衝き当たり、座３の後部が位置決めされる。
【００２３】
　ここで、前記第１取付姿勢Ｐにおける座３の前端から背凭れ９の前面までの距離ｄ１と
、前記第２取付姿勢Ｑにおける座３の前端から背凭れ９の前面までの距離ｄ２とは異なる
。すなわち、前記第１取付姿勢Ｐにおける着座深さと、前記第２取付姿勢Ｑにおける着座
深さとは異なる。
【００２４】
　そして、座３の取付姿勢の変更は、座３を椅子本体２から取り外し、座３を平面視１８
０度回転させて第１取付凹部３ａ側の端縁と第２取付凹部３ｂ側の端縁との前後関係を逆
転させ、それから座３を上述したような手順で第１取付姿勢Ｐ又は第２取付姿勢Ｑのうち
所望の位置に取り付けることにより行うようにしている。
【００２５】
　すなわち、本実施形態の椅子１は以上のように構成しているので、座３を前記第１取付
姿勢Ｐに装着した状態と第２取付姿勢Ｑに装着した状態とでは、座３の椅子本体２に対す
る前後方向の相対位置が異なる。従って、共通の椅子本体２及び座３を用いつつ、座３を
平面視１８０度回転させて取付姿勢を変更することにより着座深さを変更できる。すなわ
ち、椅子本体２及び座３の形状を変更することなく、共通の椅子本体２及び座３を用いつ
つ、座３の取付姿勢の変更のみにより各箇所にそれぞれ適切な着座深さの椅子１を設置で
きる。
【００２６】
　また、前記椅子本体２が、座受部５の前側に柱部材６を起立させて設けたものであり、
前記位置決め機構Ｋが、前記中間柱６ａと、前記座３の一方の縁に形成されその座３を前
記第１取付姿勢Ｐで前記座受部５に装着した場合に前記中間柱６ａに後から嵌る第１位置
決め凹部３ａと、この第１位置決め凹部３ａに対して深さを異ならせて前記座３の他方の
縁に形成されその座３を前記第２取付姿勢Ｑで前記座受部５に装着した場合に前記中間柱
６ａに後から嵌る第２位置決め凹部３ｂとを具備するので、これら第１位置決め凹部３ａ
又は第２位置決め凹部３ｂのうちいずれかを中間柱６ａに嵌めることにより、座３の椅子
本体２に対する相対位置を変更できる。従って、前段に述べたような効果を簡単な構成で
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実現できる。
【００２７】
　さらに、前記座３に複数名が並列して着座可能なものであって、各着座者が、中間柱６
ａと中間柱６ａとの間、又は中間柱６ａと端部柱６ｂとの間に着座するようにしているの
で、柱部材６に１人分の着座スペースを区画する機能をも付与できる。
【００２８】
　加えて、前記柱部材６が肘当て部材７を支持するので、外観を通常の肘掛けを有するロ
ビーチェアと同様にでき、外観を自然なものに保ちつつ着座深さを変更可能に構成できる
。
【００２９】
　そして、前記座３が、前記第２位置決め凹部３ｂ側の端縁から第１の所定距離だけ内方
に変位した位置に設けられ後横架材５２の背面５２ａに衝き当てることが可能な第１起立
壁３ｃ１と、前記第１位置決め凹部３ａ側の端縁から前記第１の所定距離と異なる第２の
所定距離だけ内方に変位した位置に設けられ前記後横架材５２の背面５２ａに衝き当てる
ことが可能な第２起立壁３ｃ２とを有し、前記位置決め機構Ｋが、前記座受部５と、前記
第１起立壁３ｃ１と、前記第２起立壁３ｃ２とをさらに具備するので、座３の向きを変更
し、前記第１起立壁３ｃ１又は第２起立壁３ｃ２のうちいずれかを座受部５の背面に衝き
当てることにより、座３の椅子本体２に対する相対位置を変更できる。従って、本実施形
態の椅子１の構成による最も重要な効果、すなわち共通の座３を用いつつ、座３の取付姿
勢を変更することにより着座深さを変更できる効果を簡単な構成により実現できる。
【００３０】
　なお、本発明は以上に述べた実施形態に限られない。
【００３１】
　例えば、椅子本体の肘当て部材及び柱部材を省略するとともに、座の第１位置決め凹部
及び第２位置決め凹部を省略し、以下のような態様を採用してもよい。すなわち、座の一
方の端縁から第１の所定距離だけ変位した位置の下面から垂下させて第１垂下壁を設け、
また、座の他方の端縁から第１の所定距離と異なる第２の所定距離だけ変位した位置の下
面から垂下させて第２垂下壁を設け、これら第１及び第２垂下壁を利用して以下に述べる
ような位置決め機構を構成してもよい。この位置決め機構は、前記第１及び第２垂下壁を
それぞれ座受部の背面及び座受部の前面に衝き当てることにより座の前後方向の位置決め
を行い座を第１取付姿勢に取付可能にしているとともに、前記第１及び第２垂下壁を座受
部の前面及び座受部の背面にそれぞれ衝き当てることにより座の前後方向の位置決めを行
い座を第２取付姿勢に取付可能にしている。
【００３２】
　このような構成であっても、座を１８０度水平回転させることにより、第１取付姿勢で
椅子本体に取付可能な状態と、第２取付姿勢で椅子本体に取付可能な姿勢とを切替可能で
あるので、共通の部品を利用して着座深さが異なる椅子を形成できる。
【００３３】
　また、１名のみが着座可能な椅子においても、座の隅部に上述したような実施形態にお
ける第１凹部及び第２凹部を設け、これら第１凹部及び第２凹部を脚から上方に延伸させ
て設けた柱に後から嵌める構成の位置決め機構を設けてもよい。また、座の下面に上述し
たような実施形態における第１起立壁及び第２起立壁を設け、これら第１起立壁及び第２
起立壁を座受の前面及び背面のいずれかに選択的に衝き当てることにより座の前後方向の
位置決めを行い、座を第１取付姿勢又は第２取付姿勢に選択的に取付可能にしてもよい。
【００３４】
　さらに、柱と柱との間に１名ずつ着座させる態様に限らず、例えば柱と柱との間に２名
ずつ着座させる態様を採用してもよい。
【００３５】
　加えて、肘当て部材を柱に支持させる代わりに、肘当て部材の後部を背凭れ等に片持ち
支持させ、それとは別に天板等のオプション部材を取付可能な柱を座の前方に設け、この
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柱を利用して座の位置決めを行うようにしてもよい。さらに、座受部の後方に柱を起立さ
せて設け、この柱に座を前方から嵌める構成を採用してもよい。
【００３６】
　そして、背凭れを省略した椅子本体を有する椅子であっても、建築壁面に形成した背凭
れ部の前方に設置するものであれば、本発明に係るような座及び位置決め機構の構成を採
用することにより、本発明の最も主要な効果、すなわち、椅子本体及び座の形状を変更す
ることなく、共通の椅子本体及び座を用いつつ、座の取付姿勢の変更のみにより各箇所に
それぞれ適切な着座深さの椅子を設置できる効果は得られる。
【００３７】
　その他、本発明の趣旨を損ねない範囲で種々に変更してよい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施形態に係る椅子の全体斜視図。
【図２】同実施形態に係る椅子の分解斜視図。
【図３】同実施形態に係る椅子の座を第１取付姿勢とした状態の要部の側断面図。
【図４】同実施形態に係る椅子の座を第２取付姿勢とした状態の要部の側断面図。
【符号の説明】
【００３９】
　１…椅子
　２…椅子本体
　３…座
　３ａ…第１位置決め凹部（第１凹部）
　３ｂ…第２位置決め凹部（第２凹部）
　５…座受部
　６…柱部材
　６ａ…中間柱
　Ｋ…位置決め機構
　Ｐ…第１取付姿勢
　Ｑ…第２取付姿勢
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